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先進国における農業保護水準の変動＊

本　藤 野　義

1．はじめに

　先進国の農業政策は貿易制限や価格支持などに

よる手厚い保護を特徴としているが，一方，発展

途上国では輸出税や為替レートの過大評価などを

通じて，国内農産物価格を抑制する政策がとられ，

ている。このように対照的な農業政策の展開は，

世界の農産物心心における価格と貿易に歪みをも

，たらし，先進国の過剰生産および発展途上国の食

．糧不足という不均衡を拡大する結果となってい

る1）。小稿の目的は，こうした農産物市揚の歪み

の主要因のひとつである先進国の農業政策に焦点

をあてて，そこに共通する保護の構造：を明らかに

することである。

　農業保護の分析は，まず保護水準の測定から始

められる。小稿では農業保護の程度を国際間およ

び虚宿点間で比較検討するために内外価格差に着

目して，13品目にわたる農産物の名目保護率を

測定し，それらの加重平均によってその国の農業

全体の保護水準をあらわすことにする。対象とな

るのは，日本を含む先進10ヵ国の1955年から

ユ980年までの5年目との保護水準の動向である。

　内外価格差を尺度として農業の保護水準を測定

しようとする試みはNash〔23］のイギリスに関

する研究や，それをヨーロッパ諸国に拡張した

McCrone［22］の先駆的な研究以来，多くの研究

　＊　小稿は政策構想フォーラムの研究助成で行なわ

れている農業保護に関する速水佑次郎東京都立大学教

授との共同研究プロジェクトの成果の一部である。共

同研究の成果の利用を許可され’た速水教授ならびに政

策構想フォーラムに感謝します。また，小稿作成にあ

たり，東京都立大学の大塚啓二郎助教授および一橋大

学の尾高爆之助教授より有益なコメントをいただいた

ことを記して感謝します。
　1）　Johnson［14コおよびschultz［30］を参照。

者によって行なわれてきた2）。しかしながら，そ

れらの多くは特定年度の分析であり，また価格の

定義や対象となる品目数が異なるため，相互に比

較することが困難である。小稿では，同一基準に

よって農業保護の水準を多国・多時点にわたって

測定し，先進国間の保護水準の差異とその変動を

観察する。この分析の第2の課題は，こうして測

定された保護水準の国際間・異時点間の変動を保

護政策にかかわるいくつかの変数によって説明す

ることである。保護水準の決定要因をさぐる実証

的研究は，先進国における関税構造の政治経済分

析を中心にPincus［25］・やC恥h［8］，　Ray［26］

など近年多くの成果がみられるが3），そのほとん

どは農業を除外してある。これは農業の保護水準

の測定が困難なことに加えて，食糧の安全保障や

自然環境の保全など，他産業とは異なる農業に特

有な保護の論理がつきまとうからであろう。最近

になって，農業保護の水準を経済成長率や所得水

準との関連で分析しようとする試みも現われ’てき

たが4），体系的な研究には至っていない。

　小稿では，農業保護水準の変動を経済変数のみ

でなく政治プロセスをも考慮した変数で説明する

回帰分析を行なう。導入される変数は，農業・非

農業の労働生産性比率，農業の経済に占める比重，

および農産物の非農産物に対する国際交易条件で

あるが，さらにECにみられる地域ブロック化の

　2）例えば多国を扱ったものとレては経済企画庁
［18］，Gulbr＆adsen　a皿d　Lindbeck〔9］，　Lutz　a鳳d　Scap－

dizzo［20］，　Bale　a皿d　Lutz［4］があり，　ECに焦点を

あてたものにKruer　and　Bernston［19コ，　Magiera［21コ

があり，日本についてはSanderson［27］，総合研究
開発機構［31］，Saxon　and　Anderson［28］などがある。

　3）　先進国における産業保護の実証研究のサーベイ

としてAnderson　and　Baldwin［3］を参照。

　4）例えばAgarwala［1］およびBinswanger　and
Scandizzo［5］を参照。

■

●．

鳶



■

●

■

魯

Jan．1986 先進国における農業保護水準の変動

効果や国家安全保障政策の違いによる効果なども

ダミー変数の導入によって考察される。これらの

変数と保護水準を関係づける理論的根拠は，回帰

式の計測に先だって議論される。

2．農業の名目保護率の測定

　（1）　方法と資料

　農業保護は，貿易制限や価格支持ばかりではな

く，農業生産を直接的に援助するための生産補助

金や低金利融資政策などによっても行なわれてい

るが，小稿では，農産物の内外価格差にのみ焦点

をあてて分析する。したがって，先進国で共通に

施されている農業保護政策の一部を比較検討する

にすぎないが，国内市揚の国際市揚からの隔離が

最も基本的な保護の政策手段であり，また多国間

の比較のために測定が容易であるという利点があ

ることから，内外価格差を国際価格との比率で測

った名目保護率を基礎にして分析をすすめること

にする。

　まずはじめに，個々の農産物に関する名目保護

率を定義しておこう。

　　　　　Pエ）乞・EE－P略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　　NRP乞＝
　　　　　　　P砿葛

ここでエVEP盛は農産物盛の名目保護率であり，

P刀乞は三物通貨で表わした国内価格，P肌はド

ル表示の国際価格，そしてEEは為替レートであ

る。・

　農産物全体の名目保護率（㎜P）は，個別農産

物に関する名目保護率を，国際価格で評価した総

生産額に占める個別農産物の生産額シェアでウエ

イトした加重平均として表わされる。すなわち，

　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　NRP＝Σ略・NEP乞　　　　　　　（2）
　　　　　乞箒王

ここで，

　　略一高脚・　　　　（・）
　　　　ΣP略・9信
　　　　乞＝1

なお，軌は農産物づの生産量である。この平均

的な名目保護率を以下では，単に「保護率」と略

称することとする。

　保護率を測定するためには，農産物ごとの国内
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価格，国際価格，生産量，そして為替レートのデ

ータが必要であり，それらは次のような先進10

ヵ国，13品目に関して，1955年から1980年まで

5年ごとの6時点について集められた。対象国，

対象品目がこのように限られているのは，多時

点・多国間で比較が可能なデータの制約によるも

のである。

　対象国：アメリカ，フランス，西ドイツ，イタ

　　リア，オランダ，イギリス，デンマーク，ス

　　ウェーデン，スイス，日本。

　対象品目：穀物6品目（小麦，ライ麦，大麦，

　　オート麦，トウモロコシ，米），畜産物5品

　　目（牛肉，豚肉，鶏肉，鶏卵，牛乳），その他

　　2品目（甜菜，馬鈴薯）。

ただし，すべての対象国が13品目をカバーして

いるわけではなく，生産量がほとんどなかったり，

データが得られなかったところでは13品目より

少ない。ここでの対象13品目が，総農業生産額

に占める割合は国および年度によって異なるが，

だいたい50～80％である。

　国内価格のデータは主にEcEIFAo5），　usDA6）

および農林水産省7）で得られる生産者の平均受取

価格が用いられた。これには不足払いなどの特定

商品の販売量に比例した政府の直接支払が含まれ

る。国際価格はアメリカ，ヨーロッパ，日本を区

別して，FAO8）で得られる輸入額を輸入量で除し

た各地域の平均輸入単価が用いられた。アメリカ

やラランスなどの輸出品の揚合は，輸出単価がと

られた。生産量はFAog）から，為替レートは

IMFlo）から入手できる。

　このようなデータによる保護率の測定は，様々

な問題を含んでいる。最も大きい問題は，生産者

価格と輸入単価の比較可能性であろう。望ましい

データは，国産品と輸入品が出会う卸売市場を基

準にした内外価格差であるが，そのためには流通

　5）　E（三EIFAO，　P7ゴ665げ．48ガoz6〃％γαz　P70ゴ％oげε砺4

581θoげθ41冠鳩伽E錫70少βα％4No励1伽θ〆蜘．
　6）　USDA，∠187ゴ。π」’z〃α1　S≠α’ゴ3∫ゴ03．

　7）　農林水産省『農村物価賃金統計』。

　8）　FAO，エ’7α♂θyθα7δoo々．

　9）　FAO，　P704％o彦ゴ。ηyθ〃δooん．

10）　IMF，1弼θγ％α∫ガ。窺1　F勿㈱6ゴα」∫彦α彦ガ5’ガ65．
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コストおよび加工費のデータが必要とな

る11）。一般に農家から市揚までの流通コ

ストは消費地に近い通関地点から市揚ま

でのコストより大きいから，上述のデー

タによる内外価格差は過小評価となろう。

実際の測定において，加工度の異なる輸

入品と国産品を比較可能にするために，

いくつかの調整が施された。例えば，牛

乳の輸入価格はバターと脱脂粉乳の輸入

価格から，甜菜の輸入価格は粗糖の輸入

価格から換算された。こうした調整は誤

差を伴い，また国産品と輸入品の間にあ

経　　済　　研　　究 Vo1．37　No．1

第1表　先進10ヵ国における農業保護率の比較

（単位：％）

1955年　1960年　1965年　1970年　1975年　1980年

置　メ　リ　カ

ス
ツ
ア
ダ

ン
イ
リ
ン

ラ
ド
タ
ラ

フ
西
イ
オ

イ　ギ　リ　ス

デンマーク

2．4　　　　　0．9　　　　　8．2　　　　10．9　　　　　4。0　　　　－0．1

31．2　　　　　23．4　　　　　28．2

28．0　　　　　40．6　　　　　46．8

43．3　　　　　46．5　　　　　60．2

11。9　　　　　19。2　　　　　30．7

44ユ　　　　　28．0　　　　　29．6

44．3　　　　　35．8　　　　　42．0

64．2　　　　　35．6　　　　　53．8

34．4　　　　　28．6　　　　　24．9

34．9　　　　　33．7　　　　　18．9　　　　　24．9　　　　　　5，6

45　　　　　　3．2　　　　　　4。6　　　　　16．3　　　　　18．3

スウェーデン　　31．3

．．三＿二．＿一三一．．＿三l19．

日　　　　本　　17．5

　　　　　　　　　　　　　32．1
　　　　　　　　　　　　　24．4
4。．3　463　6、．3　4。．9　”話1；”

55．0　　　　　64．9　　　　　84．2　　　　　86．8　　　　113．1

41．1　　　　67．6　　　　　72．7　　　　　74．4　　　　 83．5

る晶質格差は内外価格差を正しく評価することを

さらに困難iなものにしている。

　こうした比較可能性の他にも問題ぽ存在する。

内外価格差はいわゆる小国の仮定に基づく保護基

準であり，保護の程度を保護政策が撤廃された時

の水準との比較でみるならば，それが国際価格に

及ぼす影響を考慮しなければならない。また，こ

こでの保護水準は「名目」で定義されており，農

業生産における投入財に関する保護政策の効果が

含まれていないことに注意する必要がある。

　これらの問題によって生じる誤差やバイアスが

どの程度のものであるかを判断することはできな

いが，多かれ少なかれ各国に共通な現象であり，

国際比較や異時点問の変動を観察する上で致命的

な欠陥を産むものではなかろう。なお，用いられ

たデータは，先に筆者が農業価格支持水準の研

究12）で作成したデータがほぼそのまま活用され
た13）。

　（2）　農業保護率の国際比較

　農業の保護率を先進10ヵ国について1955年か

ら1980年まで5年ごとに測定した結果は，第1

表に要約されている。測定された保護率は，国際

間の差異とともに，各国の25年置わたる時間的

11）卸売価格そのものを国内価格として用いること

も考えられるが，その揚合には不足払い等の政府の生

産者への直接支払いが除外されることになり，生産者
保護の分析のためには適切でない。

12）　速水・本間［10コ。

13）　詳しいデータの説明や内外価格差の測定にかか

わる問題点については，本間［13］を参照。

推移を表わしている。これらの数値を比較検討す

ることによって，まず先進国の農業保護の実態を

さぐってみよう。はじめに，国際間の比較を最近

時である1980年についてみると，保護率はアメ

リカの一〇．1％からスイスの113．1％まで広く分

布しているが，保護率の高い国としてはスイスの

他に日本，スウェーデン，イタリアがあげられる。

特に，日本は83．5％の高率を示し，EC諸国のい

ずれをも上まわっているのが特徴的である。保護

の全体像は農業への政府支出を把握することなし

には語れないが，少なくとも生産者の価格支持と

いう視点からみた日本の保護水準は，ECを上ま

わっているといえよう。日本の水準を超えて保護

率の高いスイスは，安全保障と観光資源としての

山岳農業の維持のために，世界でも例外的に保護，

が厚いことで知られている。

　ECの域内諸国間にも保護率に格差が生じてい

ることは注目に値する。デンマークとオランダが

保護の低い地域であり，イタリアと西ドイツは高

い地域に属し，中間にフランスとイギリスが位置

する。共通農業政策にもかかわらずこうした域内

格差が生じるのは，輸送費の差や，農産物にのみ

適用されるグリーン・レートと呼ばれる通貨交換

比率の存在などによるものであるが，結果的に通

常いわれている農業生産効率の高さの序列と対応

しているのが興味深い。

　こうした保護率の国際的序列は，時間的に一定

していたわけではない。特に，日本の保護率の変

動とそれに伴うポジションの変化は際立っている。
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測定期間の初期にあたる1955年では日本の保護

率は17．5％にすぎず，これはアメリカ，デンマ

ーク，オランダに次いで低いものであった。それ

が1960年には41．1％へと急上昇して西ドイツや

スウェーデン並みとなり，1965年には67．6％ま

で上昇し，一貫して保護率の高いスイスに匹敵す

る水準に達した。この1955年から1965年目での

10年は，日本の経済が工業生産力の飛躍的発展

を基軸として高度成長を実現した期間に対応して

いる。こうした工業部門の急成長の結果，日本農

業の比較優位は急速に失われていくことになるが，

この比較優位のシフトに伴う産業調整を市揚機構

にのみゆだねたとすれば，農業」非農業間の所得

格差が拡大し，農村・都市間の労働移動を急激に

増大させ，深刻な社会的・政治的不安をひきおこ

したであろう。すなわち，この期間の日本の農業

保護水準の高まりは，急速な経済発展に伴って増

大する産業調整費用の一部を，農業保護のコスト

で支払ったと解釈することができよう。

　農業保護率の上昇は，日本ほど顕著ではなかっ

たにしても，1970年頃までは先進国においてか

なり一般的な現象で毒らた。農業の効率が高いこ

とで知られるアメリカやデンマーク，オランダで

さえ，明確に保護率の上昇を記録している。この

背景には，1950年代から1960年忌にかけて堆積

されたアメリカをはじめとする輸出国の過剰農産

物の重圧が，農産物の非農産物に対する国際交易

条件を悪化させていった事情があり，国内市揚を

国際市揚から遮断している先進国の保護率は必然

的に上昇することになる。こうした先進国の国際

市揚からの隔離政策は，「世界食糧危機」による

国際農産物価格の高騰期には逆の効果をもち，

1970年から1975年にかけて多くの先進国で保護

率の低下をもたらした。一方，こうした国内価格

の安定化政策は農産物需要の硬直化を生み，それ

が国際価格の変動をさらに大きくしていることも

Johnson［15］などによって指摘されている。また，

この時期に行なわれた国際通貨体制の変動三二制

への移行とドル安傾向が，内外価格差を拡大する

方向に作用したことに注意しておく必要がある。

　先進国の農業政策の中で1955年以後生じた最
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も重要な変化は，EECの結成と共通農業政策へ

の移行であろう。それは農業保護率の変化にも現

われており，EEC加盟後にはほとんどの国で保

護率の上昇を記録している。特にフランス，オラ

ンダの1960年から1970年にかけての上昇や，後

から加盟したデンマークの1970年以後の上昇は，

共通農業政策が域外諸国との競争から域内農業を

保護するように作用していることを裏付けている。

3．農業保護率の決定要因

　（1）　農業保護と産業構造の変化

　先進国の農業保護は，前節でみたようにいくつ

かの特徴を示しており，保護水準の国際間・異時

点間の変動は，先進国に共通ないくつかの変数で

説明されるように思われる。保護水準に差異をも

たらす最も基本的な要因は，広大な土地をもち，

農産物の最大輸出国であるアメリカの保護率の低

さや，全く逆に農業資源に乏しいスイスの保護率

の高さ，そして日本の工業化に伴う保護率の急上

昇にみられるように，農業の比較優位性と関係し

ている。すなわち，農業に比較優位がなくなるほ

ど，農業の保護水準は高くなる傾向がある。これ

は，先進国の農業保護政策の主目的が農業所得の

維持・改善を通じて，農業の比較優位の変化に伴

う産業調整コストを低下させることにあるからで

あろう。農業の比較優位が失われる過程で，なお

かつ農業者の所得を非農業者のそれに比して低下

させないようにするためには，それに見合った労

働移動が必要となる。しかしながら，農業・非農

業間の労働移動は全く異なる業種への職業移動で

あり，また地理的移動をも意味する揚合が多く，

したがって農業労働の移動は世代交代を含むきわ

めて長期の調整を必要とする14）。こうして労働移

動が急速には進行しない条件の下で，農業者が非

農業者並みの所得を実現するためには保護政策が

不可避となる15）。また，農業人口の急激な減少は，

14）経済発展に伴う産業構造の変化と農業の対応に
ついては，schultz［29コおよびJohnson［14］を参照。

15）　一部の先進国にみられる兼業化の進展は，農村

にとどまりながらの労働移動が増大していることを示

しているが，農村における就業機会とその職種は限ら

れており，平均しでみたときの農業の労働生産性が非
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政治勢力構造の急変や農村の過疎，国土保全など

の政治的・社会的問題をひきおこしがちである。

Buchanan　and　Tullock［7］やBreton［6］の政治

市揚（Politica正Marke七）の理論を援用すれば，こ

うした産業調整に伴う社会的費用の増加は，農業

保護への需要の増加をもたらすものである。

　一方，工業化の過程で農業部門が絶対的であれ

相対的であれ縮小していくとき，その農業の比重

の変化もまた政治市揚を通じて保護水準に影響す

ると考えられる。01so窺［24］の集合行為論によれ

ば，集団は小さいほど組織としての効率性が高く

なるという側面をもつ。したがって，農業におい

ても産業の規模が縮小すれば政治的結束が強化さ

れ，効率的なロピー工作が期待できる。また同時

に，非農業部門が拡大して1人当り所得が増加す

るにつれて農業保護を負担する国民の1人当り費

用は低下し，それだけ保護に対する社会的抵抗も

少なくなる。この抵抗の減少は保護政策推進のた

めの限界費用を引き下げ，したがって農業保護水

準の上昇を導くであろう。この保護水準の上昇は，

政治市揚における農業保護の供給の増加と解釈す

ることができる。

　農業保護の水準はこのように産業構造の変化と

密接にかかわっているが，ここで具体的に保護水

準の決定にかかわる変数を農業所得の維持・改善

を目的とする政策から導いてみよう。農業・非農

業間の労働移動が先に述べたような調整費用の存

在によって円滑に行なわれなければ，「農業と非農

業の労働報酬率はそれぞれの部門で限界価値生産

性に等しく決まるであろう。すなわち，

　　耳7：α＝Pα●エ匿PL乙ω　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　鴎＝一Pが肱P五。　　　　　　　　’　（5）

ここで研は労働の報酬率，Pは生産物価格，

遅P五は労働の物的限界生産性を表わし，添字の

αは農業を，πは非農業を示す。

　経済成長の過程で比較優位が変化し，農業の労

働報酬率が相対的に低下していくとき，先進国の

農業政策にとって，農業所得の維持・改善のため

に非農業の労働報酬率に農業の労働報酬率の歩調

農業のそれに見合うほどに調整がなされているとは言
い難い。
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を合わせることが重要な課題となってくる。政策

的に望ましいとされる農業労働報酬率を｝7♂で

表わすと，非農業労働報酬率との関係は，

　　〃「α＊＝為・πη　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

で示される。ここで乃は政策目標として労働報酬

率をどの程度均等化させるかを表わす指標である

が，’これを労働報酬率パリティと呼ぶことにしよ

う。

　多くの先進国はこの目標となる農業の労働報酬

率を実現するために，農産物の貿易制限や価格支

持などの保護政策を採用してきた。｝7♂の水準

を達成するために必要な保護率を溜P＊で表わ

し，農産物の国際価格を．Pαπ．で示せば，④式か

ら

　　B7＝α＊＝Pα7「・（1十エ＞7～1）＊）●1匠エ）」【｝α　　　　　　　　　（7）

と書くことができる。名目保護率に1を加えたも

のは通常，名目保護係数（NPのと呼ばれるが，目

標とされる名目保護係数：は，（5），（6），（7）式によ

って次のように表わすことができる。

NPぴ一灘＋・一・・
iP箔vP！）・（濫）（・）

ただし，ここでは非農産物価格が国際価格（P！）

で置き替之られている16）。したがって，農業所得

改善のために労働報酬率を保護によって維持しよ

うという政策がとられるならば，その保護水準は

労働の限界生産性比率，農産物・非農産物の国際

交易条件，および労働報酬率パリティに依存する

ことになる。

　保護水準の決定要因として測定された保護率が

示唆している比較優位性は，ここでの定式化では

労働の限界生産性比率に反映されることになる。

農業の比較優位性の喪失はこの比率を上昇させ，

農業の保護率を高めるように作用する。政治目標

として設定される労働報酬率パリティ㈲は，保

護に対する需要と供給を反映した政治プロセスに

おいて決定される。先に議論した農業の経済に占

める比重は，この指標に影響を与えることによっ

16）　現実には非農産物にも保護が存在し，Pπは
Pη躍と乖離しているであろうが，先進工業国におい

てその程度は農産物に比べて十分小さいと仮定されて
いる。
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Jan。1986 先進国における農業保護水準の変動

て保護水準を変化させると解釈できる。すなわち，

農業の比重が小さくなるにつれて，より効率的な

ロビー工作や保護への抵抗の減少が為を上昇させ，

したがって保護率を高めるように作用する。また

同時に，んは労働の限界生産性比率や，国際交易

条件の関数でもあろう。これらの変数は必要とさ

れる産業調整の大きさを表わし，それ’に伴う社会

的費用を反映する。産業調整の社会的費用が大き

いほど乃は上昇するであろう。加えてあは，その

国特有の政治環境にも左右される。例えばEEC

の地域主義は他の条件が等しい時，あの値を他の

国より高めるであろうし，またスイスやスウェー

デンのようにアメリカと軍事同盟関係にない国々

はその安全保障上の理由から，自給率確保のため

により高いあを通じて農業を保護しているかもし

れない。

　これ’らを総合すると，農業の保護水準は農業・

非農業間の労働の限界生産性比率，国際交易条件，

農業の経済に占める比重，そして地域同盟や安全

保障政策にみられる政治環境の差異などの関数と

してとらえることができる。以下において，実際

の保護水準の変動がこれ’らの変数によってどれだ

け説明されるかを，回帰分析を通じてさぐってみ

ることにする。

　（2）　保護水準の回帰分析

　回帰分析において，説明されるべき従属変数は

農業の名目保護係数（亙Pσ）であり，先に測定され

た農業の名目保護率（瓶P）に1を加えることに

よって得られる。畑PではなくπPσを用いる

のは，回帰式が両対数線形方程式で定式化される

ためであり，対数変換された亙POの変動は，国

内価格で評価した生産額と国際価格で評価した生

産額の変化率の差を表わすことになる。

　名目保護係数の変動を説明する独立変数のうち，

比較優位性の変化を反映する労働の限界生産性比

率には，相互に代替的な2つの代理変数が用いら

れる。ひとつは「生産性比率」であり，もうひと

つは「要素比率」である。生産性比率とは非農業

対農業の労働の実質平均生産性比率である。通常，

限界生産性のデータは得られないので，平均生産

性を代用するわけである。実質タームによる国際

29

比較が可能な労働生産性のデータは，農業につい

てはHayami　and　Rutta11（［11］および［12］）で男

子農業労働1入当りの農業産出として入手でき

る17）。しかし，非農業については実質タームで国

際比較のできるデータが得られないので，1975

年目各国価格で評価された全産業の実質国内総生

産（GDP）を1975年の購買力平価によってUSド

ルに換算し王8），さらに全産業の男子労働人口で除

して得られる全産業の労働生産性を用いることに

する。これに必要なデータは，OECD19）および

ILO2。）で入手できる。こうして得られる労働生産

性の比率は，デメリカの1975年置値を基準値

（1．00）として指数化される。

　要素比率とは，ここでは農業の労働1人当りの

農用地面積に対する非農業の労働1人当りの資本

賦存量と定義される。この要素比率が労働の限界

生産性比率に置き換えられるのは，土地は農業に

特殊な生産要素であり，資本は主として非農業で

用いられるとするなら，労働と結びつくそれらの

要素の相対的な大きさが各部門での労働の限界生

産性に大きく影響すると考えられ’るからである21）。

農業労働人口1人当りの農用地は，Hayami　and

Ruttan（［11］および、［12］）で得られる。非農業の

労働1人当りの資本：量のデータは得られないので，

かわりに先に述べた購買力平価でUSドル換算さ

れたGDPを総人口22）で除した，入口1人当り実

質IGDPを用いる。資本賦存量を物的資本と入的

資本の双方を含めて考えるとき，1人当りの国民

所得水準はその資本量に依存すると仮定できるの

で，この近似はおおむね妥当なものであろう。要・

素比率も生産性比率と同様に，アメリカの1975

17）農業生産と生産性の国際比較の方法やデータソ

ースについては，川越・速水［17］を参照。

18）ただし，スウェーデンとスイスは購買力平価が

得られないので，為替レートによってUSドルに換算：
された。

19）　OECD，　Nα’∫o％αぬ4660襯’5（～プOECD　Co襯〃づθε。

20）　ILO，五αろoz67　Fo70θEε’勿¢α彦8εαりz4　P70ブ80げゴ。％3

1950－2000，およびILO，　Yθ〃δo磁（ゾLαう。％7　S彦α’ゴ5漉∫。

21）　3つの生産要素を含む特殊要素理論については
Jones［16コ参照。

22）人ロデータはUN，　Dθ〃zo9γα1助∫o　yθ〃う。醜で得

られ’る。
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第2表農業保護係数の変動を説明する回帰式の計測結果

Vo1．37　Nρ．1

回帰式番号 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

比較優位性＝生産性比率

要素比率

0．377＊＊＊　　　0冒351＊＊＊

（12，91）　　　　（11．58）

農業の比重：労働人ロシェア　　一0，134榊

　　　　　　　　　　　（一5．66）

　　　　　GDPシェア

国際交易条件

・ダミー変数lEECダミー

定数項

非同盟ダミー

日本ダミー

　0．132＊＊＊

　（7．05）

一〇．069＊＊

（一2．16）

　　　　一〇．137＊＊＊

　　　（一4．37）

05607＊＊＊　　　0．690＊＊＊　　　0．347＊

（4．38）　　　　　（4．69）　　　　　（1。69）

0．126＊＊＊

（6．85）

一〇．071＊

（一1．75）

0．407＊＊

（2．01）

一〇．393　　　　－0．481　　　　－0ユ84　　　　－0．229

0．404＊＊＊　　　0．330＊＊＊

（8．98）　　　　　（7．74）

．一
Z．136＊＊＊

（一5．05）

　Op107＊＊＊　　　0．099＊＊＊

　（4．50）　　　　　（4．51）

一〇．033

（一1．12）

　　　　　一〇r116＊＊＊　　　　　　　　　　　一〇．026

　　　　（一3．51）　　　　　　　　　　　　　（一〇．74）

　0．535＊＊＊　　　0。586＊＊＊　　　0．402＊＊　　　　0．432＊＊

　（4．09）　　　　　（4．12）　　　　　（2．27）　　　　　（2。47）

　0．066＊＊　　　　0．080＊宰＊　　　0．024　　　　　0．032

　（2．60）　　　　　（2．89）　　　　　（0．63）．　　　　（0．85）

　0。042　　　　　0．093＊＊　　　　0．192＊＊＊　　　0．202＊＊＊

　（1．04）　　　　　（2。30）　　　　　（4．30）　　　　　（4．64）

一〇．070　　　　－0．003　　　　　0．030　　　　　　0．048

（一L35）　　　（一〇．05）　　　　　（0．42）　　　　　（0．69）

一〇．440　　　　－0．435　　　　－0．097　　　　－0．089

自由度修正済決定係数（E2）

回帰の標準誤差（SER）

0．759

0．085

0．717

0．092

0．492

0．124

0．478

0，125

0．803

0．077

0．763

0．079

0．641

0．104

0．636

0．105

　注　1）

　　1）推定値の下のカッコの中の数値はか値を表わす。

　　3）

年の値を基準値として指数化される。

　農業の経済に占める比重もまた，相互に代替的

な2つの変数で表わされ，る。ひとつは農業勢働人

口の全労働人口に占める割合であり，もうひとつ

は農業生産額の国内総生産に占める割合である。

農業労働人口シェアとしては，先の生産性比率を

得るために用いられた男子農業労働人口と全産業

の男子労働人口の比率を採用する。男子に限られ

るのは，特に農業部門における女子労働人口のデ

ータが信頼性を欠くためである。農業生産額のシ

ェアは，OECD23）で得られ’る1975年価格表示の

実質農業生産額と実質国内総生産額の比率を用い

る。

　農産物に対する非農産物の国際交易条件には，

世界の工業品輸出単価指数と農産物輸出単価指数

の比率が用恥られる。したがって，この変数は各

国に共通な値がとられることになる。データはそ

れぞれUN24）およびFAO25）で得られ，国際交易

計測された回帰式は，ダミー変数を除いて対数変換された両対数線形方程式。

＊＊＊は1％水準3＊＊は5％水準，＊は10％水準で統計的に有意であることを示す。

23）　OECD，　Nα’づ。％」、4000㈱’3（ゾOECD　Co㈱〃ゴθ5。

24）　UN，5’α≠ゴ認。α1　yθ〃δoo翫

25）　FAO，　T7α4θyθ〃600んおよびFAO，τゐθ5臨’8

〔ゾFoo4α鋸ノ！8痂〃’御γθ．

条件は1975年の値を基準値とした指数になる。

　以上の3変数が農業の保護水準の変動を説明す

る基本的な変数であるが，さらに特定地域の政策

効果をみるために3つのダミー変数が導入される。

ひとつはEECの共通農業政策であり，フランス，

西ドイツ，イタリア，オランダの1965年以後お

よびイギリス，デンマークの1975年以後が1の

値をとり，他は0にセットされる。ふたつめのダ

ミー変数はアメリカとの非軍事同盟関係を表わす

もので，スウェーデンとスイスが1の値をとり，

他は0となる。最後のダミー変数は日本ダミーで

あり，これは日本の保護水準が上述の先進国に共

通な基本変数で説明される水準を超えて高いもの

であるかどうかをテストするためのものである。

日本ダミーは日本が1の値をとり，他は0となる。

　これらの変数は，ダミー変数を除いて対数変換

され，回帰式は両対数線形方程式で表わされる。

したがって，ダミー以外の変数の回帰係数は弾力

性をあらわす。回帰式の計測は対象となる10ヵ

国，6時点のデータをプールして，通常の最小2

乗法（OLS）を用いて行なわれた。相互に代替的な

変数の選択やダミー変数の有無を含めて．8本の回
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Jan。1986 先進国における農業保護水準の変動

帰式が推定された。推定結果は第2表に要約され

ている。回帰式（1）から（4）までは比較優位性，農

業の比重，および国際交易条件の3変数だけで保

護率を回帰させた結果であり，回帰式（5）から（8）

まではそれらの変数に3つのダミー変数を加えて

回帰した結果である。

　まず回帰式（1）と（2）で比較優位性の指標として

生産性比率を用いた結果をみてみよう。推定され’

た係数はいずれも期待される符号をもち26），すべ

て1％水準で統計的に有意である。生産性比率は

農業に対する全産業の労働生産性比率であり，推

定された係数は非常に安定的で農業の労働生産性

が低いほど農業保護の程度が高まることを示して

いる。農業の経済に占める比重は，回帰式（1）の

労働人口割合であれ，（2）のGDPのシェアであれ，

それが低下するにつれて農業の保護水準が上昇す

るという仮説を強く支持している。農産物に対す

る工業品の国際交易条件の係数も，期待されたよ

うに保護水準が農産物の国際相対価格の変動とは

逆方向に反応していることを示している。自由度

修正済の決定係数をみると，これらの3つの変数

だけで農業保護水準の国際間・異時点間の変動の

70％以上を説明していることがわかる。

　これらの変数のパラメータの安定性は，ダミー

変数を加えた場合においても保たれる。その結果

は回帰式（5）と（6）で示されている。推定された係

数：の値も，その安定性を表わす亡一値も回帰式（1）

および（2）の揚合とあまり変わらず，一方，ダミ

ー変数の導入によって決定係数は5％ほど上昇す

る。EECダミーの係数は，期待されたように正

の符号をもち，1％または5％水準で統計的に有

意である。これ’はEECの共通農業政策が加盟国

の農業保護水準を高めるように作用していること

を裏づけている。また，非同盟ダミーの係数も正

の値を示し，回帰式（5）における推定値は有意性

が低いものの，スウェーデンとスイスは安全保障

上の理由から自給率向上のために国内農業を保護

する傾向が強いことを示唆している。日本ダミー

26）　回帰式における比較優位性の指標および国際交

易条件は，農業に関する変数が分母に，非農業に関す
る変数が分子になる比率で定義されていることに注意。
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の係数はいずれの揚合も統計的に有意な結果を示

していないが，これについては後で考察する。

　要素比率を比較優位の指標として用いた結果は

生産性比率に比べて幾分見劣りがする。主要3変

数による回帰式（3）と（4）は，決定係数も0．5をや

や下回り，推定された係数の有意性も低下する。

しかしながら，いずれの係数も符号条件を満たし，

少なくとも10％水準で有意性を保っている。特

に要素比率の係数は高い安定性を示し，労働と結

びつく資本と土地の比率が農業保護水準の変動を

説明するのに有効であることを示唆している。す

なわち，資本蓄積の結果として1人当りのGNP

が高まるほど，また労働者当りの農用地が少ない

ほど農業の保護水準は高くなる傾向がある。

　要素比率による回帰にダミー変数を導入した結

果は，回帰式（7）および（8）で示される。3つのダ

ミー変数を加えることによって，決定係数は0．65

近くまで上昇する。しかしながら，符号条件は満

たすものの農業の比重に関する変数とEECダミ

ーの係数は統計的な有意性を大きく低下させる。

また，ここでも日本ダミーの係数は非常に低い有

意水準でもゼロと差がない結果となっている。

　要素比率による回帰の結果が生産性比率の結果

より説明力において劣るのは，保護水準の決定に

おける比較優位性の直接的な指標である労働の生

産性比率の変動を説明する要因が，要素比率だけ

ではないからであろう。生産性比率の変動は，要

素比率だけではなく，国際間に存在する技術の相

違や土地の豊沃度など自然環境の差異によっても

もたらされる。

　第2表で示された回帰式の計測結果で重要なこ

とのひとつは，日本のダミーの係数が，4本のい

ずれの回帰式においても統計的な有意性を示さな

かったことである。回帰式（5）および（6）と回帰式

（7）および（8）とでは符号さえ異なっている。これ

は日本が，先進国に共通な農業保護の要因によっ

て説明される水準を超えて農業保護に傾斜してい

るわけではないことを意味する。すなわち，先の

第1表でみたような近年における日本の農業保護

水準の高さは，農本主義とか社会制度・政治制度

の違いといった日本に特有な要因によってもたら
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されたものではなく，農業の比較優位性の低下に

伴う産業調整費用の上昇や，経済成長の過程でみ

られる農業保護に対する社会的な抵抗の減少など

の，先進国に共通な要因によって説明されるもの

である。

〈しおわりに

　小稿では先進国の農業保護の構造を分析するた

めに，まず農業の名目保護率を先進10ヵ国につ

いて1955年から1980年まで5年ごとに測定し，

次にその保護率の国際間・異時点閲の変動に影響

する要因を回帰分析を通じてさぐってみた。

　測定された保護率は，その背後に先進国に共通

な農業保護水準の決定要因があることを示唆する

ものであった。農業から非農業への比較優位性の

シフトは，農業所得の相対的低下をもたらすが，

先進国は，経済成長に伴って変化する政治環境の

下で，増加する産業調整コストを低めるため，保

護政策によって農業所得の維持・改善を計ろうと

してきた。農業の産業規模の縮小に伴うロビー工

作の強化および社会的抵抗の減少などが農業保護

に有利な政治環境を形成してきたのである。

　こうした先進国の農業をとりまく条件を考察し

ながら回帰分析のために選択された保護水準の変

動を説明する要因は，比較優位性を表わす生産性

比率または要素比率，労働人口割合またはGDP

シェアで測った農業の経済に占める比重，ならび

に工業品対農産物の国際交易条件である。また，

EECの地域主義や，スウェーデンおよびスイス

にみられる安全保障上の理由による農業保護の効

果も検討された。同時に，1日本の農業保護が日本

に固有な要因で高水準にあるのかどうかをテスト

してみた。

　回帰分析の結果は，小稿で展開された先進国に

共通な農業保護の決定要因に関する仮説を支持し

ている。特に生産性比率を用いた回帰式は説明力

が高く，主要3変数のみでも保護水準変動の70％

以上を説明することができた。’被説明変数が複雑

な政治プロセスの結果であることを考えるとき，

この説明力はかなり高いと言えよう。

　先進国に共通な要因の他に，地域に固有な条件
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の違いがもたらす保護水準への効果は，EECや

非同盟関係については確認されたが，日本に固有

な保護効果は検証されなかった。これは日本の農

業保護水準が先進国に共通した農業保護構造の中

で説明されうることを意味している。

　小稿で計測さμた回帰式は，農業保護水準を従

属変数として扱っているが，実際にはこの保護水

準が同時に独立変数に影響を与えているであろう

ことに注意する必要がある。比較優位の指標とし

て用いた労働の生産性比率は保護水準そのものに

影響されるであろうし，保護によって資源が農業

にとどまるために農業の経済に’占める比重もまた，

市揚にゆだねた気合と比べて歪んだものになるで

あろう。

　保護水準の測定および回帰分析における様々な

制約や限界にもかかわらず，小稿での計測結果は，

先進国の農業保護水準が国際間で異なり，かつ時

間的にも変動するメカニズムを明らかにしてお’り，

今後の農業政策の分析にひとつの指針を与えるも

のである。ここでの分析結果は，他の先進国のみ

ならず，急速な経済発展に伴って農業政策の重心

を保護政策に移しつつある台湾や韓国などの新興

工業国にも適用できるものと思われる27）。
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